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———————————————————————————————————————————— 

（午後 １時００分） 

  ◎開会宣告 

〇議長（丸山 正昭） それでは、これより令和５年佐久広域連合議会第４回定例会を開会いたしま

す。  

現在までの出席議員は、２１名であります。定足数を超えておりますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

１６番、出浦 修身議員。 

所用のため、本日の会議に欠席する旨の届が出されておりますので、ご承知願います。 

次に、「例月出納検査結果報告書」及び「令和５年度定期監査報告書」、「令和４年度決算審査講評に

対する対応調書」が提出され、お手元に配布いたしてありますので、ご覧願います。 

本会議、傍聴のため申し込みがあった際には、これを許可してあります。 

また、報道機関及び広報取材のため申し込みがあった際には、これを許可してありますので、ご承 

知願います。 

———————————————————————————————————————————— 

  ◎諸般の報告 

〇議長（丸山 正昭） 諸般の報告を行います。 

お諮りいたします。 

本件につきましては、印刷してお手元に配布いたしてありますので、ご覧願うことにして、朗読は 

省略いたしたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（丸山 正昭） ご異議なしと認めます。 

よって、朗読は省略いたします。 

———————————————————————————————————————————— 

  ◎新代表副広域連合長・新副広域連合長の紹介 

〇議長（丸山 正昭） 次に、新代表副広域連合長及び新副広域連合長を紹介いたします。 

連合長から発言を求められておりますので、これを許可します。 

栁田連合長。 

〇連合長（栁田 清二） 皆さんこんにちは。 

 はじめに、本年１１月１２日執行の南牧村村長選挙におきまして初当選されました、有坂 良人村

長さん、次に、１１月１９日に執行されました南相木村村長選挙におきまして３期目の当選を果たさ

れました、中島 則保村長さん、お二人の当選に対しまして心よりお祝いを申し上げます。 



 新代表副広域連合長につきましては、南佐久郡町村会の申し合わせによりまして、中島 則保南相

木村村長さんが南佐久郡から選出をされました。 

 また、新副広域連合長につきましては、有坂 良人南牧村村長さんが選任されておりますのでご紹

介を申し上げます。 

 以上であります。 

〇議長（丸山 正昭） それでは、新代表副広域連合長から、ご挨拶をお願いします。 

 中島 則保南相木村長、登壇願います。 

〔南相木村長 中島 則保登壇〕 

〇南相木村長（中島 則保） 只今ご紹介をいただきました南佐久郡の選出ということで、新たに代

表副広域連合長ということで本日、南佐久郡の町村会で選出をされました。 

 先程、連合長からもお話があったわけでございますが、１１月執行の村長選挙におきまして、三度

村政の舵取りを任されました。 

 佐久広域におきましては、いろいろな課題が山積をしております。連合長を中心といたしまして、

この問題に取り組んでいきたいという風に思っております。 

皆様のご理解、ご協力を切にお願い申し上げまして、私からの挨拶に変えさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（丸山 正昭） 次に、新副広域連合長から、ご挨拶をお願いします。 

 有坂 良人南牧村長、登壇願います。 

〔南牧村長 有坂 良人登壇〕 

〇南牧村長（有坂 良人） 只今ご紹介をいただきました南牧村長の有坂 良人でございます。 

 日頃から、佐久広域連合の皆様には大変お世話になっておりまして、これからも大変お世話になる

と思いますが、よろしくお願い申し上げます。 

———————————————————————————————————————————— 

◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議長（丸山 正昭） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、議会会議規則第８８条の規定により、 

１０番、篠原 哲雄議員、 

１２番、吉澤 均議員、の２名を指定いたします。 

———————————————————————————————————————————— 

◎日程第２ 会期決定 

〇議長（丸山 正昭） 会期の決定を議題といたします。 

本定例会の会期につきましては、１１月２２日に議会運営委員会が開かれ、ご協議願っております

ので、その結果を委員長から、ご報告願います。 



議会運営委員会、竹内委員長。 

〔議会運営委員長 竹内 健一登壇〕 

〇議会運営委員長（竹内 健一） 議会運営委員会の報告をいたします。去る１１月２２日、佐久広

域連合議会第４回定例会の会期及び日程等について、議会運営委員会を開催し、協議いたしましたの

で、その結果を報告いたします。 

本定例会に提出されます議案は、連合長から条例案１件、予算案４件の計５件であります。 

一般質問の通告はありません。 

また、議事日程は、お手元に配布いたしましたとおりであります。 

会期につきましては、本日１日間といたしますので、よろしくお願いいたします。 

以上、議会運営委員会の会議結果につきまして、ご報告いたしました。 

〇議長（丸山 正昭） お諮りいたします。 

本定例会の会期につきましては、議会運営委員長報告のとおり、本日１日間としたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（丸山 正昭） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

———————————————————————————————————————————— 

◎日程第３ 議案上程、連合長招集あいさつ、議案総括説明 

〇議長（丸山 正昭） 日程第３、議案の上程をいたします。 

連合長から、条例案１件、予算案４件の計５件が提出されております。 

議案第２４号から議案第２８号までを一括上程いたします。 

議案の件名につきましては、お手元に配布いたしました、議事日程に記載してあるとおりでありま

す。 

次に連合長から、招集あいさつ並びに議案の総括説明を求めます。 

栁田連合長。 

〔広域連合長 栁田 清二登壇〕 

〇連合長（栁田 清二） 招集のごあいさつを申し上げます。本日、ここに令和５年佐久広域連合議

会第４回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に参集いただき、議会が開会できましたこと

に、厚くお礼を申し上げます。 

それでは、議案の総括説明を申し上げます前に、佐久広域連合を取り巻く最近の情勢等について、

４点申し上げます。 

 １点目といたしまして、来年４月１日の再開を目標といたします「佐久地域平日夜間急病診療セン

ター」について申し上げます。 



 本年８月、私と代表副広域連合長でございます小諸市小泉市長とともに、小諸北佐久医師会の皆様

に、平日夜間急病診療センターに従事する医師の確保についてお願いに伺ってまいりましたが、小諸

北佐久医師会におかれましては、１０月１３日、医師確保の協力について、初めて機関決定をしてい

ただきました。 

 ９月には、私と代表副広域連合長でございました南牧村、大村前村長とともに、佐久医師会の皆様

に、同様のお願いに伺ってまいりましたが、佐久医師会におかれましても、９月１５日、医師確保の

協力について、再度、機関決定をしていただきました。 

 今月１８日には、実施主体の佐久地域１１市町村から佐久市立国保浅間総合病院に実施場所の協力

について依頼がなされ、翌１９日、小諸北佐久医師会及び佐久医師会並びに浅間総合病院の関係機関

によります打合せが行われ、ご案内のとおり本日の定例会終了後、「連携協定」調印式を開催する運び

となりました。 

 来年４月１日に始まる「医師の働き方改革」に向けまして市町村、医師会、公立病院、広域連合が

連携し、平日夜間急病診療センターを実施することは、長野県内において初めての取組となります。 

 当広域連合では、関係機関との連携調整や、地域住民の皆様への周知等を進め、佐久地域において

持続可能な地域医療体制の確保ができるよう取り組んでまいります。 

 ２点目といたしまして、ＦＭラジオを活用した佐久地域のＰＲ事業及び広域的な交流可能圏域の拡

大を見据えた観光プロモーション事業について申し上げます。 

 はじめに、当地域のＰＲ事業につきましては、ＦＭ番組「あの頃青春グラフィティ」の公開生放送

を、本年７月に御代田町におきまして副広域連合長でございます小園町長、また、内堀議会議員等に

ご出演をいただき、１０月には小海町におきまして副広域連合長でございます黒澤町長等にご出演を

いただきました。各会場ともに、訪れた来場者及びコミュニティＦＭ１２３局などを通じて、全国の

リスナーに対しまして当地域及び各町の魅力を発信いたしました。 

 次に、観光プロモーション事業につきましては、本年６月に北陸新幹線金沢駅を有する石川県金沢

市で開催されました「ＭＲＯ旅フェスタ」に佐久市振興公社とともに、１１月には中部横断自動車道

の起点を有する静岡県静岡市で開催されました「清水マグロ博」に組織市町村とともに参加をいたし

ました。 

 北陸新幹線は、来年３月１６日に福井県敦賀駅まで延伸開業され、北陸圏や関西圏から当地域への

時間距離が短縮されることにより、交流拡大の好機でございます。また、中部横断自動車道は、１０

月下旬に山梨県長坂インターチェンジから八千穂高原インターチェンジ区間のルートについて都市計

画原案の住民説明会が行われ、今後、整備が進められることで、更なる交流が期待されております。 

 当広域連合では、今後におきましても、組織市町村等と連携し、当地域の魅力を全国に発信するＰ

Ｒ事業とともに、広域的な交流可能圏域の拡大を見据えた観光プロモーション事業を実施し、地域経

済の活性化により組織市町村に貢献できるよう努めてまいります。 



 ３点目といたしまして、消防の訓練実施及び参加の状況について申し上げます。 

 令和５年１１月２４日に佐久広域連合消防本部計画によります「協定事業所等合同訓練」を実施し

ました。 

 この訓練は、当消防本部のみでは対応困難な大型バスを含む多重交通事故を想定し、協定を締結さ

せていただいているレッカー及びバス事業所や医療機関と連携し、多数傷病者の救出、救急処置及び

搬送訓練を行ったものであります。消防職員６３名、事業所等職員２１名が参加し、協定による相互

の活動内容を確認いたしました。 

 また、上田地域広域連合消防本部と当消防本部が「東信ブロック合同訓練」として、１０月１３日

には「多数傷病者救急対応訓練」を、１２月１日には「山岳救助訓練」を行いました。 

 東信地区の２つの消防本部による合同訓練は、交互に計画し、定期的に行っているものであり、大

規模災害等の早期応援体制に繋がるものと考えております。 

 このほか、１０月２１日・２２日には中野市において、県内１３消防本部から３９隊１２８名が参

加した「長野県消防相互応援隊合同訓練」が実施され、当消防本部からは３隊（指揮・消火・後方支

援）９名が参加をいたしました。 

 さらに、関東地区１都１０県の消防機関による「緊急消防援助隊関東ブロック訓練」が１１月１４

日・１５日山梨県において実施をされましたが、県内消防本部から１２隊４０名、当消防本部からは

北部消防署救急隊３名が参加し、関東地区で発生した大規模災害による消防相互や、関係機関との連

携訓練を行いました。 

 これらの訓練により、消防機関はもとより、協定先である事業者等と合同による訓練を実施し、顔

の見える関係を構築し、さらに連携強化を図り、災害対応能力の向上に努めております。 

 ４点目といたしまして、令和５年中の救急出動状況について申し上げます。 

 高齢化の進展や感染症の蔓延などにより、年々増加を続ける救急出動件数でございますが、本年に

おきましても高齢化の進展に伴うもののほか、行動制限の緩和により外出する人が増えたことや、気

候変動による夏季の気温上昇などの影響によりまして、救急出動件数及び救急搬送人員ともに過去最

多であった昨年を上回る状況で推移しております。 

 本年１月から１１月３０日時点の救急出動件数は、前年同時期より１，０１３件増え１１，６８９

件、救急搬送した人数は９６７人増え１０，９９０人となっており、月別の出動件数を見ますと、１

１月を除くすべての月で前年を上回り、中でも８月におきましては、月件数として最も多い１，３２

７件でありました。 

 増加する救急需要への対応としまして、救命率の向上を図るため消防本部で初めてとなる応急手当

普及員講習会を開催し、事業所や防災組織に所属する一般市民から８名を育成いたしました。 

 また、救急車の適正利用の推進につきましては、各署で定期的に開催するイベントや救急法講習会

を通じて、利用実態についての正確な情報提供を参加者に行うなど、不要不急の救急要請を抑制する



ための対策を進めております。 

 今後におきましても、高齢化の更なる進展や感染症の蔓延など救急需要の増加が見込まれ、また、

来年４月１日からの「医師の働き方改革」のスタートも踏まえて、医療機関や関係機関と連携を図り、

安定的かつ持続的な救急業務の提供に努めてまいります。 

 以上、佐久広域連合を取り巻く最近の情勢等について、４点申し上げました。 

 

 引き続きまして、議案の総括説明を申し上げます。 

 本日、定例会に提案いたしました議案は、条例案１件、予算案４件の、合わせて５件でございます。 

 はじめに、条例案についてご説明を申し上げます。 

 これは、関係法令等の改正に伴い所要の改正を行うため、議会の議決をお願いするものでございま

す。 

 続いて、予算案についてご説明を申し上げます。 

 議案第２５号、令和５年度佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）については、歳入歳出それぞ

れ４万６，０００円を追加し、総額を７億５，２１５万円としようとするものでございます。 

 また、障害者相談支援業務委託料を令和６年度から令和１０年度までの５年間で、限度額１億６，

５２０万７，０００円とする債務負担行為を設定しようとするものでございます。 

議案第２６号、令和５年度佐久広域消防特別会計補正予算（第２号）については、歳入歳出それぞ

れ７３３万７，０００円を追加し、総額を２２億９，３５４万５，０００円としようとするものでご

ざいます。 

 議案第２７号、令和５年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）については、

歳入歳出それぞれ１，７２４万１，０００円を減額し、総額を５億５，２３４万５，０００円としよ

うとするものでございます。 

議案第２８号、令和５年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第２号）については、歳入歳出そ

れぞれ３４８万円を減額し、総額を２億２，４０５万５，０００円としようとするものでございます。 

 以上、議案の概要につきまして申し上げました。 

 詳細につきましては、事務局長と消防長より、説明をいたしますので、よろしくご審議を申し上げ

まして、総括説明といたします。 

———————————————————————————————————————————— 

  ◎議案第２４号の説明 

〇議長（丸山 正昭） 次に、議案第２４号の説明を求めます。 

 小林消防長。 

〔消防長 小林 透登壇〕 

〇消防長（小林 透） 議案第２４号、佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定につ



いてご説明を申し上げます。 

議案綴り７ページ、議案説明書をご覧いただきたいと存じます。 

本案は、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する基準を定め

る省令の一部を改正する省令」が公布されたことに伴いまして、佐久広域連合火災予防条例の一部を

改正しようとするものでございます。 

改正の内容でございますが、昨今の「蓄電池設備」の大容量化や多様化に対応するため、本条例で

定められております「蓄電池設備」の安全基準を見直したこと。 

また、「固体燃料を使用する火気設備等」に係る基準の見直しにより、火災予防上安全な距離を新た

に規定したこと。 

あわせて火災予防上必要な措置を定めるための所要の改正を行おうとするものでございます。 

議案綴りの巻末に「資料１」として新旧対照表を添付してございます。 

附則といたしまして４ページ、この条例は令和６年１月１日から施行しようとするものでございま

す。 

以上、議案第２４号、佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申

し上げました。 

ご審議のほど、よろしくお願い申しあげます。 

———————————————————————————————————————————— 

 ◎議案第２５号の説明 

〇議長（丸山 正昭） 次に、議案第２５号の説明を求めます。 

 武者事務局長。 

〔事務局長 武者 泰雄登壇〕 

〇事務局長（武者 泰雄） 議案第２５号、令和５年度佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）に

ついてご説明を申し上げます。 

 議案綴り８ページ及びそれ以降の補正予算書をご覧いただきたいと存じます。 

補正予算書１ページをお願いいたします。 

本予算案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４万６，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を、歳入歳出それぞれ７億５，２１５万円としようとするものでございます。 

次に、３ページをお願いいたします。 

第２表、債務負担行為につきましては、障害者相談支援業務委託にかかる経費といたしまして、令

和６年度から令和１０年度までの５年間、限度額１億６，５２０万７，０００円の債務負担行為の設

定をお願いするものでございます。 

障害者相談支援業務委託につきましては、令和５年度をもちまして５年間の契約期間が終了となり

ますことから、本年度中に受託候補者の選定を行い、令和６年４月１日から業務を開始できるように



するものでございます。 

次に、５ページをお願いいたします。 

歳入の補正につきましては、１款、分担金及び負担金は、市町村分担金２万９，０００円の増額を

お願いするものでございます。 

３款、財産収入は、視聴覚ライブラリー機材の売却収入について増額をお願いするものでございま

す。 

次に、６ページをお願いいたします。 

歳出の補正につきまして、２款、総務費は、給与費の減額をしようとするものであります。 

また、総務一般事務費、１２委託料について、令和５年度における例規改正件数が増加しておりま

すことから、例規検索システム維持管理委託料を２７万円の増額をお願いするものでございます。 

３款、民生費は、給与費の減額をしようとするものであります。 

次に、７ページをお願いいたします。 

介護認定審査会運営費、１２委託料について、令和６年度に予定されております介護保険制度の改

正に伴う、要介護認定支援システム改修費用として要介護認定支援システム保守委託料３７４万円の

増額をお願いするものでございます。 

次に、８ページをお願いいたします。 

４款、衛生費は、給与費の増額をお願いするものでございます。 

以上、議案第２５号、令和５年度佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）についてご説明を申し

上げました。 

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

————————————————————————————————————————————

◎議案第２６号の説明 

〇議長（丸山 正昭） 次に、議案第２６号の説明を求めます。 

 小林消防長。 

〔消防長 小林 透登壇〕 

〇消防長（小林 透） 議案第２６号、令和５年度佐久広域消防特別会計補正予算（第２号）につい

てご説明を申し上げます。 

議案綴り９ページ、及びそれ以降の消防特別会計補正予算書をご覧いただきたいと存じます。 

補正予算書の１ページをお願いいたします。 

本予算案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７３３万円７，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２億９，３５４万５，０００円としようとするものでございます。 

次に、４ページをお願いいたします。 

はじめに歳入の補正につきましては、１款、分担金及び負担金は、給与費等の歳出予算の増額によ



るものでございます。 

４款、財産収入は、公有財産売却収入について、増額をお願いするものでございます。 

次に歳出ですが、５ページ上段、１款、消防本部費、５ページ下段から９ページまでの２款、消防

署費、小諸消防署から御代田消防署までの給与費につきましては、職員の人事異動及び給与改定に伴

う補正でございます。 

また、７ページ上段、軽井沢消防署の一般管理費につきましては、軽井沢消防署の救急出動件数が

増加しておりますことから、燃料費の増額をお願いするものでございます。 

以上、議案第２６号、令和５年度佐久広域消防特別会計補正予算（第２号）についてご説明を申し

上げました。 

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

———————————————————————————————————————————— 

  ◎議案第２７号、議案第２８号の説明 

〇議長（丸山 正昭） 次に、議案第２７号及び議案第２８号の説明を求めます。 

 武者事務局長。 

〇事務局長（武者 泰雄） 議案第２７号及び議案第２８号の２議案について、順次、ご説明を申し

上げます。 

 はじめに、議案第２７号、令和５年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）に

ついてご説明を申し上げます。 

議案綴り１０ページ及びそれ以降の補正予算書をご覧いただきたいと存じます。 

補正予算書１ページをお願いいたします。 

本予算案は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１，７２４万１，０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ５億５，２３４万５，０００円としようとするものでござい

ます。 

次に、４ページをお願いいたします。 

歳入の補正につきまして、４款、繰入金は、豊昇園及び塩名田苑における財政調整基金繰入金の減

額をお願いするものでございます。 

次に、５ページをお願いいたします。 

歳出の補正につきまして、１款、民生費は、豊昇園及び塩名田苑ともに給与費の減額をしようとす

るものであります。 

続きまして、議案第２８号、令和５年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第２号）についてご

説明を申し上げます。 

議案綴り１１ページ及びそれ以降の補正予算書をご覧いただきたいと存じます。 

補正予算書１ページをお願いいたします。 



本予算書案は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３４８万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を、歳入歳出それぞれ２億２，４０５万５，０００円としようとするものでございます。 

次に、４ページをお願いいたします。 

歳入の補正につきまして、５款、繰越金は、清和寮における財政調整基金繰入金の減額をお願いす

るものでございます。 

次に、５ページをお願いいたします。 

歳出の補正につきまして、１款、民生費は、清和寮における給与費の減額をしようとするものであ

ります。 

以上、議案第２７号及び議案第２８号の２議案について、ご説明を申し上げました。 

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（丸山 正昭） これをもって、全議案に対する説明は終結しました。 

———————————————————————————————————————————— 

  ◎日程第４ 一般質問 

〇議長（丸山 正昭） 日程第 4、一般質問ですが、通告がございませんので、次に進みます。 

———————————————————————————————————————————— 

  ◎日程第５ 議案質疑 

〇議長（丸山 正昭） 日程第５、これより議案の質疑を行います。 

 はじめに、議案第２４号、佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定についての質疑

を行います。 

 順次発言を許可します。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（丸山 正昭） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第２４号の質疑を終結いたします。 

次に、議案第２５号、令和５年度佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）について質疑を行いま

す。 

 順次発言を許可します。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（丸山 正昭） 質疑なしと認めます。 

これをもって、議案第２５号の質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２６号、令和５年度佐久広域消防特別会計補正予算（第２号）について質疑を行いま

す。 



 順次発言を許可します。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（丸山 正昭） 質疑なしと認めます。 

これをもって、議案第２６号の質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２７号、令和５年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）につい

て質疑を行います。 

 順次発言を許可します。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（丸山 正昭） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第２７号の質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２８号、令和５年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第２号）について質疑を行

います。 

 順次発言を許可します。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（丸山 正昭） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第２８号の質疑を終結いたします。 

———————————————————————————————————————————— 

  ◎日程第６ 議案委員会付託 

〇議長（丸山 正昭） 日程第６、議案の委員会付託を行います。 

 委員会付託につきましては、議会運営委員会でご協議願っておりますので、議案付託表のとおり付

託いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（丸山 正昭） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案付託表のとおり、所管常任委員会に付託することに決しました。 

 なお、本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

 ここで、委員会審査のため休憩いたします。 

 再開は、委員会審査終了次第といたします。 

暫時、休憩いたします。                          （午後 １時３９分） 

———————————————————————————————————————————— 

  ◎日程第７ 付託議案の委員長報告 



（午後 ２時４３分） 

〇議長（丸山 正昭） 休憩前に引き続き、会議を開きます。          

日程第７、付託議案の委員長報告を行います。 

はじめに、総務委員会に付託した議案について、総務委員会委員長から報告願います。 

６番、小林総務委員会委員長。 

〔小林 貴幸総務委員会委員長登壇〕 

〇総務委員会委員長（小林 貴幸） 総務委員長の小林 貴幸であります。 

本定例会において、当委員会に付託されました議案について、その審査の結果をご報告申し上げま

す。 

 議員各位のお手元にご配布されております委員会審査報告書にもありますとおり、議案第２４号佐

久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、審査結果、原案可決。議案第２５号

令和５年度佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）について中、所管事項について、審査結果、原

案可決。議案第２６号令和５年度佐久広域消防特別会計補正予算（第２号）について、審査結果、原

案可決。 

なお、いずれの議案も、全会一致により、原案可決と決しました。 

 以上で、総務委員長報告を終わります。 

〇議長（丸山 正昭） 総務委員会委員長から報告のありました、３件を一括議題として、これより

質疑に入ります。 

順次発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） ないようですので、これをもって、質疑を終結いたします。 

なお、議案第２５号につきましては、各常任委員会委員長報告終了後、討論、採決いたしますので、

ご承知願います。 

 これより、議案第２４号、議案第２６号について討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 次に、議案第２４号佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたし

ます。 

 総務委員会委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、総務委員会委員長報告どおり決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） ご異議なしと認めます。 



よって、議案第２４号は、総務委員会委員長報告どおり可決されました。 

次に、議案第２６号令和５年度佐久広域消防特別会計補正予算（第２号）についてを採決いたしま

す。 

 総務委員会委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、総務委員会委員長の報告どおり決するに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２６号は、総務委員会委員長報告どおり可決されました。 

 次に、経済建設保健衛生委員会に付託した議案について、経済建設保健衛生委員会委員長から報告

願います。 

 １７番、遠山経済建設保健衛生委員会委員長。 

〔遠山 隆雄経済建設保健衛生委員会委員長登壇〕 

〇経済建設保健衛生委員会委員長（遠山 隆雄） 経済建設保健衛生委員長の遠山 隆雄でございま

す。 

本定例会において、当委員会に付託されました議案について、審査の結果をご報告申し上げます。 

 お手元にご配布されております、委員会審査報告書にもありますとおり、議案第２５号令和５年度

佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）について中、所管事項について、審査結果、原案可決。な

お、全会一致で原案可決となりましたことをご報告申し上げます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（丸山 正昭） 経済建設保健衛生委員会委員長から報告のありました１件を一括議題として、

これより質疑に入ります。 

順次発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） ないようですので、これをもって、質疑を終結いたします。 

次に、社会文教委員会に付託した議案について、社会文教委員会委員長から報告願います。 

 ４番、江本社会文教委員会委員長。 

〔江本 信彦社会文教委員会委員長登壇〕 

〇社会文教委員会委員長（江本 信彦） 社会文教委員会における審査結果をご報告申し上げます。 

 本定例会において、当委員会に付託されました議案は、計３件であります。 

 お手元の委員会審査報告書にありますとおり、議案第２５号令和５年度佐久広域連合一般会計補正

予算（第２号）について中、所管事項について、審査結果、原案可決。議案第２７号令和５年度佐久

広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）について、審査結果、原案可決。議案第２８号

令和５年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第２号）について、審査結果、原案可決。 



 なお、いずれの議案も全会一致により原案可決でありました。 

 以上で、社会文教委員長報告を終わります。 

○議長（丸山 正昭） 社会文教委員会委員長から報告のありました３件を一括議題として、これよ

り質疑に入ります。 

順次発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） ないようですので、これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第２７号、議案第２８号について討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 次に、議案第２７号令和５年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）について

を採決いたします。 

 社会文教委員会委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、社会文教委員会委員長報告どおり決するに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２７号は、社会文教委員会委員長報告どおり可決されました。 

 次に、議案第２８号令和５年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第２号）についてを採決いた

します。 

 社会文教委員会委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、社会文教委員会委員長報告どおり決するに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２８号は、社会文教委員会委員長報告どおり可決されました。 

 これより、議案第２５号について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

次に、議案第２５号令和５年度佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）についてを採決いたしま

す。 

 各常任委員会委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、各常任委員会委員長報告どおり決するに、ご異議ありませんか。 



〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号は、各常任委員会委員長報告どおり可決されました。 

———————————————————————————————————————————— 

  ◎日程第８ 閉会中の継続審査調査の件 

○議長（丸山 正昭） 日程第８、閉会中の継続審査調査の件を議題とします。 

 各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長から、会議規則第１１１条の規定により、お手元

に配布のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査に付するこ

とに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（丸山 正昭） ご異議なしと認めます。 

 よって、閉会中の継続調査に付することに決しました。 

———————————————————————————————————————————— 

  ◎日程第９ 閉会宣言 

○議長（丸山 正昭） 以上をもって、本日の日程は終了いたしました。 

 これをもって、令和５年佐久広域連合議会第４回定例会を閉会いたします。 

 ご苦労様でした。 

（午後 ２時５５分） 

———————————————————————————————————————————— 
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